
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

】

公

告

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

担

当

課

（

室

）

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

目

次

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

【

】

の

完

了

告

示

○

岡

山

県

後

期

高

齢

者

医

療

広

域

連

合

規

約

の

変

市

町

村

課

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

更

の

許

可

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

動

車

航

空

企

画

推

進

課

の

処

分

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

○

〃

〃

数

及

び

三

分

の

一

の

数

【

労

働

委

員

会

】

○

〃

〃

○

〃

〃

○

岡

山

県

労

働

委

員

会

あ

っ

せ

ん

員

候

補

者

労

働

委

員

会

○

〃

〃

○

〃

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

関

の

指

定

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

に

係

る

事

項

の

変

更

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

辞

退

○

保

安

林

の

指

定

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

岡

山

県

公

報

令和６年１２月１０日 第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

岡
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
岡
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
の

変
更
を
令
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
で
許
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号 

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車
の

処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
車
両
番
号
標 

二 

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日 

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日 

三 

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
第
二
駐
車
場
一
階
） 

四 

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
動
車
を
処
分
す

る
。 

五 

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先 

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七 

電
話
番
号 

〇
八
六
―
二
九
四
―
五
五
五
〇 

  

普
通
自
動
車 

Ｂ
Ｍ
Ｗ 
１
１
６
ｉ 

種
類
及
び
名
称 

箱
型 

一
台 

形
状
及
び
数
量 

岡
山
三
〇
一
は
九
九
七
九 

車
両
番
号
標 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号 

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車
の

処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
車
両
番
号
標 

二 

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日 

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日 

三 

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
第
二
駐
車
場
一
階
） 

四 

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
動
車
を
処
分
す

る
。 

五 

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先 

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七 

電
話
番
号 

〇
八
六
―
二
九
四
―
五
五
五
〇 

  

軽
自
動
車 

ダ
イ
ハ
ツ 

ミ
ラ
ジ
ー
ノ 

種
類
及
び
名
称 

箱
型 

一
台 

形
状
及
び
数
量 

金
沢
五
八
〇
そ
九
四
二
四 

車
両
番
号
標 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
号 

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車
の

処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
車
両
番
号
標 

二 

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日 

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日 

三 

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
第
四
駐
車
場
Ａ
東
側
） 

四 

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
動
車
を
処
分
す

る
。 

五 

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先 

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七 

電
話
番
号 

〇
八
六
―
二
九
四
―
五
五
五
〇 

  

軽
自
動
車 

ス
ズ
キ 

Ｍ
Ｒ
ワ
ゴ
ン 

種
類
及
び
名
称 

箱
型 

一
台 

形
状
及
び
数
量 

大
阪
五
八
二
き
三
四
一
二 

車
両
番
号
標 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号 

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車
の

処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
車
両
番
号
標 

二 

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日 

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日 

三 

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
第
四
駐
車
場
Ａ
東
側
） 

四 

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
動
車
を
処
分
す

る
。 

五 

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先 

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七 

電
話
番
号 

〇
八
六
―
二
九
四
―
五
五
五
〇 

  

普
通
自
動
車 

ア
ウ
デ
ィ 
Ｔ
Ｔ 

種
類
及
び
名
称 

箱
型 

一
台 

形
状
及
び
数
量 

千
葉
三
〇
二
ね
・
三
九
一 

車
両
番
号
標 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号 

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車
の

処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
車
両
番
号
標 

二 

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
日 

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日 

三 

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
第
四
駐
車
場
Ｄ
北
東
） 

四 

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
動
車
を
処
分
す

る
。 

五 

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先 

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七 

電
話
番
号 

〇
八
六
―
二
九
四
―
五
五
五
〇 

  

軽
自
動
車 

ホ
ン
ダ 

ラ
イ
フ 

種
類
及
び
名
称 

箱
型 

一
台 

形
状
及
び
数
量 

岡
山
五
八
〇
ま
一
三
四
一 

車
両
番
号
標 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号 

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
動
車
の

処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

放
置
自
動
車
の
種
類
、
名
称
、
形
状
、
数
量
及
び
車
両
番
号
標 

二 

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日 

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日 

三 

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七
（
岡
山
空
港
第
四
駐
車
場
Ｄ
駐
車
場
外
） 

四 

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
動
車
を
処
分
す

る
。 

五 

担
当
の
組
織
の
名
称
及
び
連
絡
先 

岡
山
県
岡
山
空
港
管
理
事
務
所 

岡
山
市
北
区
日
応
寺
一
二
七
七 

電
話
番
号 

〇
八
六
―
二
九
四
―
五
五
五
〇 

  

普
通
自
動
車 

フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン 

ビ
ー
ト
ル 

種
類
及
び
名
称 

箱
型 

一
台 

形
状
及
び
数
量 

岡
山
三
〇
一
た
五
二
六
六 

車
両
番
号
標 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

キ
ラ
き
ら
薬
局
上
成
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
玉
島
上
成
五
三
七
―
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

ク
オ
ー
ル
薬
局 

高
梁
南
町
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

高
梁
市
南
町
七
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
五
日 

コ
ス
モ
ス
薬
局 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

真
庭
市
山
田
一
八
九
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

 

ザ
グ
ザ
グ
薬
局
志
戸
部
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
沼
八
四
八
―
一
六 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

 

お
か
や
ま
薬
局
総
社
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
岡
谷
一
二
一
―
一
四 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

 

岡
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
市
田
井
五
―
二
四
―
三
三 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

更
新
年
月
日 

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
吉
備
高
原 

 
 

 
 

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
一
一 
 

 
 

 

整
形
外
科 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

む
ら
か
み
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
志
戸
部
九
七
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 

歯
科
矯
正 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

さ
さ
き
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

赤
磐
市
沼
田
九
三
六
―
四 
 

 
 
 

 
 
 

 

歯
科
矯
正 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

医
療
法
人
田
中
眼
科
医
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
二
三
五
―
一 

 
 

眼
科 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

医
療
法
人
仁
聖
会
小
畑
醫
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
大
田
四
五
二
―
六 

 
 

 
 

 
 
 

 

腎
臓 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

医
療
法
人
社
団
菅
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井
原
市
井
原
町
一
二
四 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

腎
臓 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

医
療
法
人
杉
の
会
杉
本
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
社
市
駅
前
二
―
一
八
―
二
一 

 
 

 
 
 

 

腎
臓 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

医
療
法
人
清
梁
会
高
梁
中
央
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
梁
市
南
町
五
三 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

腎
臓 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
瀬
戸
い
こ
い
苑 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
横
島
一
九
四
四
―
一 

 
 
 

 
 
 

 

訪
問
看
護
（
腎
臓)

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
ケ
ー
シ
ー 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
津
山
市
河
辺
九
三
三
―
一
六 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

の
ぞ
み
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
山
方
三
四
―
五 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

ア
サ
ヒ
薬
局
小
原
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
小
原
一
〇
七
―
二 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

有
限
会
社
わ
か
ば
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
草
加
部
九
五
四
―
九 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

の
ぞ
み
薬
局
中
島
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
中
島
四
二
六
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

椿
ヶ
丘
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
椿
高
下
四
〇 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

一
宮
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
東
一
宮
四
三
―
一
〇 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局
日
本
原
店 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
日
本
原
三
四
五
―
五 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

た
ま
の
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
市
宇
野
一
―
一
四
―
三
〇 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

宇
野
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

玉
野
市
宇
野
二
―
一
九
―
一
八 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

有
限
会
社
中
島
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

玉
野
市
宇
野
二
―
三
二
―
八 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

ミ
ル
キ
ー
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

玉
野
市
宇
籐
木
五
五
〇
―
二
九 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

肥
後
薬
局 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
市
築
港
一
―
一
五
―
二
三 

 
 

 
 
 

 
調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

和
田
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

玉
野
市
和
田
三
―
四
―
一
〇 

 
 
 

 
 
 

 
調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

ア
ル
フ
ァ
ー
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

笠
岡
市
笠
岡
五
一
〇
一
―
四 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

か
さ
お
か
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
笠
岡
五
八
九
一
―
一
一 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

か
く
だ
薬
局
今
立
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
今
立
二
九
〇
五
―
二 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

い
ば
ら
セ
ン
タ
ー
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井
原
市
井
原
町
一
二
〇
五
―
五 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



ア
ル
フ
ァ
ー
薬
局
美
星
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

井
原
市
美
星
町
黒
忠
二
九
五
六
―
二 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

す
み
れ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
井
手
一
二
〇
八
―
四 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

つ
ば
さ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
井
手
九
三
三
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

き
び
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
社
市
総
社
二
―
二
〇
―
一 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

ま
き
び
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
中
央
二
―
六
―
三
六 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局
高
梁
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高
梁
市
柿
木
町
二
〇
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

の
ぞ
み
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
梁
市
東
町
一
八
九
八
―
四 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

西
井
山
陽
堂
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
見
市
新
見
七
四
三
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

有
限
会
社
栄
町
ヤ
マ
ト
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
四
八
〇
八
―
三 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

さ
く
ら
薬
局
瀬
戸
内
邑
久
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
三
三
九
―
二 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

さ
く
ら
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

赤
磐
市
岩
田
六
三
―
一 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

み
ら
い
薬
局
山
陽
桜
が
丘
西
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

赤
磐
市
桜
が
丘
西
四
―
一
―
九 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

コ
ス
モ
ス
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

真
庭
市
山
田
一
八
九
四 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

有
限
会
社
エ
ス
・
ジ
ー
・
エ
ッ
チ
て
し
ま
薬
局
勝
山
店 

 
 

真
庭
市
勝
山
八
六
―
一 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

山
本
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

美
作
市
栄
町
一
八
三 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

む
さ
し
の
里
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

美
作
市
古
町
一
六
六
三
―
二 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

あ
り
も
と
薬
局
大
原
病
院
前
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

美
作
市
古
町
一
七
七
八
―
一 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

吉
野
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
美
作
市
豆
田
四
九
―
四 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

こ
ん
こ
う
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
〇
―
二 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

ア
ル
フ
ァ
ー
薬
局
小
田
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
田
郡
矢
掛
町
小
田
五
五
二
六
―
一 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

久
津
間
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
三
一
七
四 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

上
河
原
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
上
河
原
二
二
二
―
五 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

み
ど
り
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
庭
市
下
方
五
八
四
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局
穂
浪
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
前
市
穂
浪
二
八
三
五
―
九 

 
 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

れ
ん
げ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
中
央
六
―
一
五
―
一
一
九 

 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

き
た
ぞ
の
薬
局
河
辺
店 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
河
辺
七
六
九
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
一
日 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

 

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
事
項 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

変
更
前 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

変
更
後 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
年
月
日 

ク
オ
ー
ル
薬
局
高
梁
南
町
店 

 
 

 
 

 
 

医
療
機
関
の
所
在
地 

 
 
 

 
 
 

高
梁
市
南
町
七
九 

 
 
 

 
 
 

 

高
梁
市
南
町
七
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

辞
退
年
月
日 

お
か
や
ま
薬
局
総
社
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
岡
谷
一
二
一
―
一
四 

 
 

 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
三
十
日 

 

岡
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
市
田
井
五
―
二
四
―
三
三 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
三
十
日 

 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
の
所
在
場
所

赤
磐
市
小
瀬
木
三
二
九
の
一
、
三
三
〇
、
三
三
二
、
三
三
三
、
三
三
四
の
一
、
三
三
四
の
二
、
三

三
五
か
ら
三
三
七
ま
で
、
三
三
九
、
三
四
〇
の
一
か
ら
三
四
〇
の
三
ま
で
、
三
四
一
か
ら
三
四
六
ま

で
、
三
五
三
か
ら
三
五
六
ま
で
、
三
五
七
の
一
、
三
五
七
の
二
、
三
六
一
の
一
、
三
六
一
の
二
、
三

六
二
、
三
六
三
の
二
、
三
六
五
の
二

二

指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
赤
磐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

賀
陽
有
漢
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
郷
ノ
坂
一
〇
七
二
三
番

二
四
三
地
先
か
ら 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
佐
山
一
〇
〇
四
一
番
一

地
先
ま
で 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
郷
ノ
坂
一
〇
七
二
三
番

二
四
三
地
先
か
ら 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
岩
ケ
迫
一
〇
五
八
六
番

一
五
地
先
を
経
て 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
桐
ケ
迫
一
〇
五
八
一
番

三
地
先
を
経
て 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
多
郎
兵
衛
田
一
〇
五
七

六
番
一
地
先
を
経
て 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
佐
山
谷
一
〇
五
五
二
番

二
地
先
を
経
て 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
佐
山
一
〇
〇
四
一
番
一

地
先
ま
で 区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
域 

旧 新 

新
旧

別 

四
・
〇
～ 

二
八
・
〇 

七
・
〇
～ 

七
〇
・
〇 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
六
八
八
・
〇 

一
四
七
三
・
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

県
道 

道

路

の

種

類 

賀
陽
有
漢
線 

路

線

名 
高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
郷
ノ
坂
一
〇
七
二
三
番
二
四

三
地
先
か
ら 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
岩
ケ
迫
一
〇
五
八
六
番
一
五

地
先
を
経
て 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
桐
ケ
迫
一
〇
五
八
一
番
三
地

先
を
経
て 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
多
郎
兵
衛
田
一
〇
五
七
六
番

一
地
先
を
経
て 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
佐
山
谷
一
〇
五
五
二
番
二
地

先
を
経
て 

高
梁
市
有
漢
町
有
漢
字
佐
山
一
〇
〇
四
一
番
一
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
六
年
十

二
月
十
日 

供
用
開
始

年

月

日 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



〔
六
〇
九
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 
 

名
称 

ハ
ロ
ー
ズ
総
社
店 

 
 
 
 
 

所
在
地 

総
社
市
井
手
字
延
後
四
八
〇
番
二
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
ハ
ロ
ー
ズ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
二
六
番
七
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

佐
藤 
利
行 

３ 

変
更
事
項 

⑴ 
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

  
 

（
変
更
前
）
駐
車
場
一 

百
二
十
一
台 

駐
車
場
二
―
一 

五
十
七
台 

駐
車
場
二
―
二 

二
十
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

駐
車
場
三 

十
一
台 

合
計 

二
百
九
台 

 
 

（
変
更
後
）
駐
車
場
一 

百
十
五
台 

駐
車
場
二
―
一 

四
十
四
台 

駐
車
場
二
―
二 

十
九
台 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

駐
車
場
三 

三
十
一
台 

合
計 

二
百
九
台 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 

ア 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
駐
車
場
一 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
二
―
一 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
）
（
た

だ
し
、
一
部
に
つ
い
て
は
、
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
） 

駐
車
場
二
―
二 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
三 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
） 

 
 

 

（
変
更
後
）
駐
車
場
一 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
二
―
一 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
）
（
た

だ
し
、
一
部
に
つ
い
て
は
、
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
） 

駐
車
場
二
―
二 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

駐
車
場
三 

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
）
（
た
だ
し
、

一
部
に
つ
い
て
は
、
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
） 
 

イ 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
六
箇
所 

 
 

 

（
変
更
後
）
九
箇
所 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
十
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
総
社
市
産
業
部
企
業
誘
致
商
工
振
興
課 

 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



〔
六
一
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
玉
島
乙
島
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
現
地
測
量
等
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日 

終

了

年

月

日 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



〔
六
一
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
上
市
字
六
反
田
一
九
二
番
二
、
一
九
二
番
三 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

日
本
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

日
色 

 

保 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
九
三
号 

令和６年１２月１０日　岡山県公報　第１２６５９号



〔
六
一
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

赤
磐
市
上
市
字
六
反
田
一
九
二
番
二
、
一
九
二
番
三 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号 

日
本
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

日
色 

 

保 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
七
月
三
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
九
三
号 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
五
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

一 

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
〇
、
六
七
四 

二 

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
九
一
、
七
一
三 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
） 

  

総

社

市 

井

原

市

・

小

田

郡 

笠

岡

市 

玉

野

市 

津
山
市
・
苫
田
郡
・

勝

田

郡 

倉

敷

市

・

都

窪

郡 

岡

山

市

南

区 

岡

山

市

東

区 

岡

山

市

中

区 

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡 

選 
 

挙 
 

区 

一
八
、
七
五
〇 

一
四
、
二
五
三 

一
二
、
七
一
一 

一
五
、
七
二
八 

三
四
、
四
九
三 

一
三
三
、
六
三
〇 

四
五
、
四
八
七 

二
五
、
五
六
五 

三
九
、
九
三
一 

八
三
、
八
三
八 

数 

 

久

米

郡 

浅

口

市

・

浅

口

郡 

美

作

市

・

英

田

郡 

真

庭

市

・

真

庭

郡 

赤

磐

市 

瀬

戸

内

市 

備

前

市

・

和

気

郡 

新

見

市 

高

梁

市 

選 
 

挙 
 

区 

 四
、
九
〇
七 

一
二
、
三
二
六 

七
、
五
七
〇 

一
一
、
九
四
九 

一
一
、
八
〇
八 

一
〇
、
一
六
九 

一
二
、
六
九
五 

七
、
六
二
〇 

七
、
五
一
四 

数 
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◎
岡
山
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
岡
山
県

労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
二
月
十
日

岡
山
県
労
働
委
員
会

会

長

西

田

和

弘

岡
山
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿（

1
1

2
8

）

令
和
６
年

月
日
現
在

区
分

氏
名

現
職

等
委
嘱
の
日
付

西
田

和
弘

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

令
和
６
年

月
日

1
1

2
8

公

濵
田

陽
子

岡
山
大
学
法
学
部
教
授

〃

益

岡
部

宗
茂

弁
護
士

〃
労

委

大
河

健
二

特
定
社
会
保
険
労
務
士

〃

員
働

安
田

祐
介

弁
護
士

〃

労
阪

口
林

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
岡
山
県
支
部
参
与

〃
委

働
楢

本
博

美
元
岡
山
県
教
職
員
組
合
特
別
執
行
委
員

〃

員
者

林
康

宏
運
輸
労
連
岡
山
県
連
合
会
執
行
委
員
長

〃

委
難

波
浩

一
連
合
岡
山
事
務
局
長

〃
会

全
日
通
労
働
組
合
岡
山
県
支
部
組
織
文
化

員
古

角
美

姫
〃

部
長

委
使

梶
原

康
彦

梶
原
乳
業
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

〃

用
横

山
圭

介
横
山
石
油
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長

〃
員

者
石

田
敦

志
株
式
会
社
イ
シ
ダ
代
表
取
締
役

〃

委
西

谷
治

朗
岡
山
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

〃

員
三

宅
崇

文
お
か
や
ま
信
用
金
庫
専
務
理
事

〃

事
坪

井
俊

隆
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令
和
５
年
４
月

日
1
3

務局
森

本
章

敬
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

令
和
６
年
４
月

日
1
1

職
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員
近

藤
仁

志
岡
山
県
労
働
委
員
会
事
務
局
総
括
参
事

〃
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